
再生手続開始申立書（給与所得者等再生）の添付書類一覧表
※　申立書に添付して裁判所に提出する書類は、原本をコピーしたものでも結構です。

　　なお、裁判所でコピーと原本を照合することがありますので、裁判所に出頭する際には、必ず添付書類

　の原本を持参してください。

申立書に当たって添付すべき書類 裁判所記入欄
※提出するものは囗にレ印を付けてください。 ※この欄は裁判所で記入します。

添付書類の確認等 結　果
確認

補充

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

「申立書」の添付書類

「陳述書」の添付書類
収　入

過去の職業・収入等

現在の住居の状況

生活の状況

戸籍謄本レ

住民票の写しレ

債権者一覧表レ

申立人の給与明細書（３か月分）レ

申立人の源泉徴収票（２年分）レ

申立人の課税証明書（２年分）

受給証明書（　　　年金分）

受給証明書（　　　　　分）

受給証明書（　　　　　分）

その他（　　　　　　　　　）

後から提出

以前の就業先での給与証明書

その他（　　　　　　　　　）

後から提出

レ

賃貸借契約書、住宅使用許可書

その他（　　　　　　　　　）

後から提出

レ

同居人（司法花子）の給与明細書レ

同居人（司法花子）の源泉徴収票レ

後から提出



確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

「財産目録」の添付書類

債権者との訴訟等の状況

預金・貯金

貸付金

退職金制度

保　険

支払督促（支払命令）正本

調停（和解）調書正本

判決正本

差押命令正本

仮差押命令正本

仮処分命令正本

後から提出

レ

通帳（ 2 冊）レ

残高証明書（   通）

その他（　　　　　　　　　　）

後から提出

契約書（   通）

その他（　　　　　　　　　　）

後から提出

レ

退職金見込額証明書レ

その他（　　　　　　　　　　）

後から提出

保険証券

内訳　生命保険（ 1 通）

レ

　　　損害保険（　　　通）

　　　その他（　　　通）

解約返戻金に関する証明書（ 1 通）レ

その他（　　　　　　　　　　）

後から提出



確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

有価証券等

自動車、二輪車等

高価な品物

不動産

その他

証券のコピー（   通）

証券の時価が分かる資料

（　　　）

その他（　　　）

後から提出

レ

車検証（ 1 通）レ

登録事項証明書（　　　通）

車両の時価が分かる資料

（ 1 通）

レ

その他（　　　　　　　　　　）

後から提出

後から提出

レ

土地登記簿謄本（登記事項証明書）（　　　物件分）

建物登記簿謄本（登記事項証明書）（ 1 物件分）レ

固定資産額評価額証明書（ 1 物件分）レ

評価書（　　　物件分）

その他（　　　　　　）

後から提出

後から提出

レ



確認

補充

添付書類なし

（内容）

補充済

提出済後から提出する書類（ ）

（ ）

住宅資金特別条項の定めをする場合
住宅資金特別条項

金銭消費貸借契約書

償還表

建物の登記簿謄本（登記事項証明書）

敷地の登記簿謄本（登記事項証明書）

建物・敷地以外にも抵当権が設定されている場合

その不動産登記簿謄本（登記事項証明書）

代位弁済日がわかる資料

後から提出

レ


